
（
名　

称
）

第
１
条	

本
会
は
長
野
県
松
本
県
ヶ
丘
高
等
学
校
東
京
同
窓
会

（
以
下
「
本
会
」
と
い
う
）
と
称
す
る
。
ま
た
、
松
本
県
ヶ

丘
高
等
学
校
東
京
同
窓
会
、
松
本
県
ヶ
丘
高
校
東
京
同
窓

会
並
び
に
縣
陵
東
京
同
窓
会
と
も
称
す
る
。

（
目　

的
）

第
２
条	

本
会
は
会
員
相
互
の
親
睦
と
交
流
及
び
発
展
向
上
を

図
り
、
延
い
て
は
母
校
の
発
展
と
興
隆
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
事　

業
）

第
３
条	

本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
左
記
事
業

を
行
う
。

　
　

1.	

毎
年
１
回
（
春
）
定
期
総
会
の
開
催
。

　
　

2.	

会
報
及
び
会
員
名
簿
の
発
行
。

　
　

3.	

会
員
の
親
睦
会
、
講
演
会
、
見
学
会
及
び
座
談
会
の
開
催
。

　
　

4.	

同
好
会
運
営
の
援
助
推
進
。

　
　

5.	

在
京
他
同
窓
会
・
県
・
中
信
同
窓
会
連
合
会
と
の
交
流
、

　

親
睦
の
推
進
。

　
　

6.	

そ
の
他
、
前
条
の
目
的
達
成
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

　

事
業
。

（
会　

員
）

第
４
条	

本
会
は
旧
制
松
本
第
二
中
学
校
及
び
長
野
県
松
本

県
ヶ
丘
高
等
学
校
に
入
学
ま
た
は
在
籍
し
た
者
で
、
東

京
及
び
そ
の
近
県
に
在
住
す
る
者
及
び
本
会
に
入
会
を

希
望
す
る
者
を
以
て
組
織
す
る
。

（
所
在
地
）

第
５
条	

本
会
の
所
在
地
を
会
長
の
住
所
と
す
る
。
た
だ
し
、

運
営
細
則
に
別
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
そ
の
住
所
と

す
る
。

（
役　

員
）

第
６
条	

本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。

　
　

1.	

会
長　
　
　
　
　
　
　

１
名

　
　

2.	

副
会
長　
　
　
　
　

若
干
名

　
　

3.	

幹
事
長　
　
　
　
　
　

１
名

　
　

4.	

代
表
幹
事　
　
　
　

若
干
名

　
　

5.	

会　
　

計　
　
　
　
　

１
名

　
　

6.	

監　
　

事　
　
　
　
　

２
名

　
　

7.	

事
務
局
長　
　
　
　
　

１
名

　
　

8.	

幹　
　

事　
　

	

各
卒
業
回
期　
　

２
名

（
役
員
の
選
任
）

第
７
条	

役
員
の
選
出
は
左
記
方
法
に
よ
り
選
出
し
、
任
期
は

２
年
と
し
再
任
を
妨
げ
な
い
。
但
し
会
長
に
つ
い
て
は
、

原
則
２
期
４
年
ま
で
と
す
る
。

　
　

1.	

会
長
、
副
会
長
は
代
表
幹
事
会
で
選
出
し
、
幹
事
会

　

に
報
告
の
上
、
総
会
の
承
認
を
要
す
る
。

　
　

2.	
幹
事
長
、
代
表
幹
事
、
会
計
、
監
事
、
事
務
局
長
は

　

幹
事
会
に
お
い
て
互
選
す
る
。

　
　

3.	

幹
事
は
各
回
期
ま
た
は
会
員
か
ら
の
推
薦
に
も
と
づ

　

き
選
任
す
る
。

　
　

4.	

各
委
員
会
の
委
員
は
、
会
長
、
幹
事
長
、
事
務
局
長
に

　

お
い
て
選
任
し
、
幹
事
会
に
報
告
承
認
を
得
る
。

（
役
員
の
職
務
）　　

第
８
条	

役
員
の
職
務
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

1.	

会
長
は
本
会
を
代
表
し
、
本
会
事
務
を
統
括
す
る
。

　
　

2.	

副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
事
故
あ
る
時
は
会

　

長
職
務
を
代
行
す
る
。

　
　

3.	

幹
事
長
は
総
会
お
よ
び
幹
事
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ

　

た
事
項
、
本
部
同
窓
会
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
事
項
及
び

　

日
常
業
務
を
執
行
す
る
。

　
　

4.	

事
務
局
長
は
、
事
務
局
を
組
織
し
本
会
の
事
務
全
般

　

を
処
理
す
る
。
幹
事
長
事
故
あ
る
時
は
幹
事
長
の
職

　

務
を
代
行
す
る
。

　
　

5.	

代
表
幹
事
、
幹
事
、
会
計
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た

　

事
項
を
行
う
。

　
　

6.	

監
事
は
、
本
会
、
総
会
の
会
計
全
般
の
監
査
を
行
い
、

　

会
長
お
よ
び
会
員
に
報
告
す
る
。　

　
　

7.	

幹
事
は
、
各
委
員
会
に
所
属
し
て
代
表
幹
事
を
補
佐

　

す
る
。

（
会　

議
）

第
９
条	

会
議
は
総
会
、
幹
事
会
、
代
表
幹
事
会
の
３
種
と

す
る
。

（
総　

会
）

第
10
条	

総
会
は
定
期
総
会
と
臨
時
総
会
と
す
る
。

　
　

1.	

定
期
総
会
は
毎
年
６
月
に
開
催
す
る
。

　
　

2.	

臨
時
総
会
は
、
代
表
幹
事
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
開

　

催
す
る
。

　
　

3.	

総
会
は
会
長
が
招
集
す
る
。

　
　

4.	

総
会
の
議
長
は
別
途
選
出
す
る
。

（
総
会
議
決
事
項
）

第
11
条	

総
会
に
お
い
て
、
左
記
事
項
を
審
議
決
定
す
る
。

　
　

1.	

会
長
、
副
会
長
の
承
認
。

　
　

2.	

事
業
計
画
の
決
定
。

　
　

3.	

事
業
報
告
及
び
予
算
・
決
算
の
承
認
。

　
　

4.	

会
則
の
変
更
。

　
　

5.	

そ
の
他
、
代
表
幹
事
会
で
必
要
と
認
め
た
事
項
そ
の

　

他
。

（
総
会
の
議
決
）

第
12
条　

総
会
の
議
決
は
出
席
者
の
過
半
数
を
以
て
決
し
、
可

否
同
数
の
場
合
は
議
長
が
こ
れ
を
決
す
る
。

長
野
県
松
本
県
ヶ
丘
高
等
学
校
東
京
同
窓
会

会
則

1
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県
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規
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で
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こ
の
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を
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。
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（
代
表
幹
事
会
）

第
13
条　

代
表
幹
事
会
の
構
成
は
、
幹
事
長
、
代
表
幹
事
、
会

計
及
び
事
務
局
長
と
し
、
幹
事
長
が
招
集
し
、
必
要
に

応
じ
て
関
係
者
を
出
席
さ
せ
、
議
長
と
な
り
会
務
の
運

営
に
関
す
る
左
記
事
項
を
議
決
執
行
す
る
。

　
　

1.	

会
長
、
副
会
長
の
選
出
。

　
　

2.	

会
則
及
び
細
則
、
規
定
の
改
正
、
変
更
の
立
案
に
関
す

　

る
事
項
。

　
　

3.	

事
業
計
画
及
び
予
算
案
の
立
案
。

　
　

4.	

総
会
に
付
議
す
る
事
項
及
び
総
会
開
催
に
関
す
る
事

　

項
。

　
　

5.	

目
的
達
成
に
必
要
な
事
項
並
び
に
会
長
、
副
会
長
が
必

　

要
と
認
め
た
事
項
。

　
　

6.	

議
決
は
全
会
一
致
を
旨
と
す
る
が
止
む
を
得
な
い
場
合

　

は
出
席
者
の
過
半
数
を
以
て
議
決
す
る
。

（
幹
事
会
）

第
14
条　

幹
事
会
の
構
成
は
幹
事
と
し
、
幹
事
長
が
召
集
し
、

左
記
事
項
を
行
う
。

　
　

1.	

幹
事
長
、
代
表
幹
事
、
会
計
、
監
事
、
事
務
局
長
の
選
出
。

　
　

2.	

事
業
計
画
及
び
予
算
案
の
審
議
承
認
。

　
　

3.	

事
業
報
告
及
び
決
算
の
承
認
。

（
会　

費
）

第
15
条　

本
会
の
経
費
は
会
費
及
び
寄
付
金
・
広
告
費
等
を
以

て
こ
れ
に
充
て
る
。

　
　

1.	

会
費　

年
額　

２
，
０
０
０
円　

ま
た
は
終
身
会
費

　

２
０
，
０
０
０
円
。

　
　

2.	

寄
付
金
・
広
告
費
等
。

　
　

3.	

会
費
及
び
寄
付
金
・
広
告
費
等
の
徴
収
の
た
め
、
郵

　

便
局
・
銀
行
等
に
預
貯
金
口
座
を
開
設
し
、
本
会
の

　

定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

4.	

経
済
事
情
の
動
向
に
よ
り
会
費
を
変
更
す
る
こ
と
が

　

で
き
る
。

（
会
計
期
間
）

第
16
条　

本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
4
月
1
日
に
始
ま
り
、
翌

年
3
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

（
名
誉
会
長
等
）

第
17
条　

本
会
に
名
誉
会
長
、
顧
問
、
相
談
役
及
び
参
与
を
置

く
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

1.	

名
誉
会
長
、
顧
問
、
相
談
役
、
参
与
は
、
会
長
、
副
会

　

長
、
幹
事
長
、
事
務
局
長
、
代
表
幹
事
経
験
者
の
中

　

か
ら
代
表
幹
事
会
の
承
認
を
得
て
、
会
長
が
こ
れ
を

　

委
嘱
す
る
。

　
　

2.	

名
誉
会
長
、
顧
問
、
相
談
役
、
参
与
は
、
本
会
の
目
的
達

　

成
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
会
長
の
諮
問
に
応
ず
る
。

　
　

3.	

幹
事
長
は
名
誉
会
長
、
顧
問
、
相
談
役
及
び
参
与
に

　

幹
事
会
並
び
に
代
表
幹
事
会
へ
の
出
席
を
求
め
る
こ

　

と
が
で
き
る
。

（
運
営
細
則
）

第
18
条　

本
会
則
に
定
め
な
き
事
項
は
、
運
営
細
則
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
附　

則
）

　
　

1.	
本
会
則
の
発
行
は
昭
和
43
年
11
月
25
日
と
す
る
。

　
　

2.	

一
部
改
正　

昭
和
44
年
5
月
10
日

　
　

3.	

一
部
改
正　

昭
和
56
年
6
月
4
日

　
　

4.	

一
部
改
正　

平
成
9
年
6
月
13
日

　
　

5.	

一
部
改
正　

平
成
20
年
6
月
14
日

　
　

6.	

一
部
改
正　

平
成
25
年
6
月
8
日

　
　

7.	

一
部
改
正　

平
成
27
年
6
月
13
日

　
　

本
会
則
を
原
本
と
す
る
。

（
目　

的
）

第
１
条	

こ
の
運
営
細
則
は
、
長
野
県
松
本
県
ヶ
丘
高
等
学
校

東
京
同
窓
会
会
則
に
定
め
る
幹
事
会
及
び
代
表
幹
事
会

の
幹
事
及
び
役
員
の
選
任
並
び
に
幹
事
会
及
び
代
表
幹

事
会
の
運
営
に
関
し
、
同
窓
会
会
則
に
定
め
な
き
事
項

を
定
め
る
。

（
回
期
幹
事
）

第
２
条

　
　

1.		

議
決
権
を
有
す
る
各
卒
業
回
期
の
幹
事
を
2
名
と
し
、

各
回
期
ま
た
は
会
員
の
推
薦
に
基
づ
き
選
出
す
る
。

　
　

2.	

回
期
幹
事
の
任
期
は
2
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

　
　

3.	

各
幹
事
は
、
代
表
幹
事
と
と
も
に
次
条
に
定
め
る
各

　

委
員
会
に
所
属
し
、
会
の
運
営
を
行
う
。

（
委
員
会
）

第
３
条　

代
表
幹
事
会
の
協
議
に
よ
り
各
役
割
分
担
を
明
確
に

し
、
左
記
委
員
会
を
設
け
る
。

　
　

1.	

総
務
委
員
会
（
特
命
を
含
む
）

　
　

2.	

財
政
委
員
会

　
　

3.	

総
会
指
導
委
員
会	

　
　

4.	

6
年
委
員
会

　
　

5.	

縣
陵
レ
デ
ィ
ー
ス
（
女
性
会
員
担
当
）

　
　

6.	

渉
外
委
員
会

　
　

7.	

広
報
委
員
会
（
会
報
・
Ｈ
Ｐ
担
当
）

　
　

8.	

実
行
委
員
会

　
　

9.	

会
計
委
員
会

（
役　

員
）

第
４
条　

各
委
員
会
の
委
員
長
は
代
表
幹
事
が
あ
た
り
、
代
表

幹
事
会
で
選
出
す
る
。
た
だ
し
、
実
行
委
員
会
委
員
長
は

長
野
県
松
本
県
ヶ
丘
高
等
学
校
東
京
同
窓
会　

運
営
細
則

2
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母
校
愛
の
リ
レ
ー
当
番
学
年
会
員
の
中
か
ら
選
出
す
る
。

（
総
務
委
員
会
）

第
５
条　

総
務
委
員
会
は
、
左
記
事
項
を
推
進
す
る
。

　
　

1.	
代
表
幹
事
会
及
び
幹
事
会
の
日
程
、
議
題
を
決
定
、

　

場
所
を
確
保
し
、
そ
の
発
送
を
事
務
局
に
指
示
す
る

　

こ
と
。

　
　

2.	

代
表
幹
事
会
及
び
幹
事
会
の
議
事
進
行
を
行
い
、
議

　

事
録
を
作
成
し
Ｈ
Ｐ
へ
掲
載
す
る
。

　
　

3.	

会
員
の
慶
弔
に
関
す
る
事
項
。

　
　

4.	

事
業
年
度
開
始
時
に
、
総
務
事
項
に
関
す
る
事
業
計

　

画
及
び
年
度
予
算
の
立
案
。

　
　

5.	

事
業
年
度
開
始
時
に
、
全
体
の
事
業
計
画
・
年
度
予

　

算
を
取
り
ま
と
め
る
。

　
　

6.	

事
業
年
度
末
に
、
各
委
員
会
か
ら
の
年
度
活
動
と
決

　

算
書
を
と
り
ま
と
め
、
幹
事
会
で
報
告
す
る
こ
と
。

　
　

7.	

そ
の
他
、
総
務
事
項
に
関
す
る
事
項
。

（
財
政
委
員
会
）

第
６
条　

財
政
委
員
会
は
、
左
記
事
項
を
推
進
す
る
。

　
　

1.	

本
会
の
財
政
基
盤
確
立
の
た
め
の
企
画
と
推
進
。

　
　

2.	

年
会
費
、
終
身
会
費
の
徴
収
に
関
し
て
、
金
融
機
関

　

に
同
窓
会
名
義
の
口
座
を
開
設
し
、
管
理
者
を
定
め

　

て
口
座
管
理
を
行
う
。

　
　

3.	

事
業
年
度
開
始
時
に
、
財
政
に
関
す
る
事
業
計
画
及

　

び
財
政
に
関
す
る
年
度
予
算
の
立
案
。

　
　

4.	

事
業
年
度
末
に
各
委
員
会
か
ら
の
年
度
活
動
と
決
算

　

書
を
取
り
ま
と
め
、
幹
事
会
で
報
告
す
る
こ
と
。

　
　

5.	

そ
の
他
、
財
政
に
関
す
る
事
項
。

（
総
会
指
導
委
員
会
）

第
７
条　

総
会
指
導
委
員
会
は
、
左
記
事
項
を
推
進
す
る
。

　
　

1.	

事
業
年
度
開
始
時
に
、
実
行
委
員
会
に
委
任
さ
れ
て
い

　

な
い
範
囲
で
の
総
会
及
び
懇
親
会
に
関
す
る
包
括
的

　

な
事
業
計
画
・
予
算
案
の
立
案
と
幹
事
会
へ
の
提
案
。

　
　

2.	

総
会
・
懇
親
会
計
画
・
予
算
作
成
の
サ
ポ
ー
ト
と

　

チ
ェ
ッ
ク
及
び
幹
事
会
へ
の
提
出
・
報
告
。　
　

　
　

3.	

実
行
委
員
会
と
幹
事
会
の
調
整
、
幹
事
会
か
ら
の
要

　

望
の
伝
達
、
同
窓
会
と
し
て
の
承
継
事
項
の
承
継
と

　

実
行
委
員
会
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。

　
　

4.	

事
業
年
度
末
に
年
度
活
動
と
決
算
書
を
総
務
委
員
会

　

に
提
出
し
、
幹
事
会
で
報
告
す
る
こ
と
。

　
　

5.	

6
年
委
員
会
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項
。

　
　

6.	

新
規
会
員
の
増
強
に
関
す
る
事
項
。

　
　

7.	

そ
の
他
、
総
会
及
び
懇
親
会
に
関
す
る
事
項
。

（
６
年
委
員
会
）

第
８
条　

６
年
委
員
会
は
、
左
記
事
項
を
推
進
す
る
。

　
　

1.	

事
業
年
度
運
営
計
画
、
予
算
の
策
定
・
提
案
。

　
　

2.	

6
年
委
員
の
増
強
に
関
す
る
事
項
。

　
　

3.	

6
年
委
員
会
の
招
集
と
運
営
に
関
す
る
事
項
。

　
　

4.	

新
規
会
員
の
増
強
に
関
す
る
事
項
。

　
　

5.	

総
会
指
導
委
員
会
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項
。

（
縣
陵
レ
デ
ィ
ー
ス
委
員
会
）

第
９
条　

縣
陵
レ
デ
ィ
ー
ス
は
、
左
記
事
項
を
推
進
す
る
。

　
　

1.	
女
性
会
員
の
同
窓
会
活
動
へ
の
参
加
促
進
に
関
す
る

　

事
項
。

　
　

2.	

年
次
総
会
、
懇
親
会
に
関
す
る
女
性
会
員
の
係
わ
り

　

方
に
関
す
る
事
項
。

　
　

3.	

事
業
年
度
末
に
年
度
活
動
と
決
算
書
を
総
務
委
員
会

　

に
提
出
し
、
幹
事
会
で
報
告
す
る
こ
と
。

　
　

4.	

事
業
年
度
開
始
時
に
女
性
会
員
の
入
会
促
進
及
び
活

　

動
に
関
す
る
事
項
の
事
業
計
画
、
予
算
案
を
立
案
し

　

幹
事
会
へ
提
案
す
る
こ
と
。

　
　

5.	

そ
の
他
、
女
性
会
員
に
関
す
る
事
項
。　

（
広
報
委
員
会
）

第
10
条　

広
報
委
員
会
は
、
左
記
事
項
を
推
進
す
る
。

　
　

1.	

会
報
「
あ
が
た
」
発
行
に
関
す
る
事
項
。

　
　

2.	

会
報
の
広
告
に
関
す
る
事
項
。

　
　

3.	

事
業
年
度
開
始
時
に
、
広
報
に
関
す
る
事
業
計
画
及

　

び
広
報
に
関
す
る
年
度
予
算
の
立
案
。

　
　

4.	

実
行
委
員
会
編
集
部
と
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

5.	

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
維
持
管
理
及
び
活
用
促
進
に
関
す

　

る
こ
と
。

　
　

6.	

事
業
年
度
末
に
年
度
活
動
と
決
算
書
を
総
務
委
員
会

　

に
提
出
し
、
幹
事
会
で
報
告
す
る
こ
と
。

　
　

7.	

そ
の
他
、
広
報
・
Ｈ
Ｐ
に
関
す
る
こ
と
。

（
渉
外
委
員
会
）

第
11
条　

渉
外
委
員
会
は
、
左
記
事
項
を
推
進
す
る
。

　
　

1.	

渉
外
に
関
す
る
事
項
。

　
　

2.	

本
部
同
窓
会
、
支
部
同
窓
会
、
同
窓
連
、
他
同
窓
会

　

と
の
連
携
に
関
す
る
事
項
。

　
　

3.	

事
業
年
度
開
始
時
に
、
渉
外
に
関
す
る
事
業
計
画
及

　

び
渉
外
に
関
す
る
年
度
予
算
の
立
案
。

　
　

4.	

事
業
年
度
末
に
年
度
活
動
と
決
算
書
を
総
務
委
員
会

　

に
提
出
し
、
幹
事
会
で
報
告
す
る
こ
と
。

　
　

5.	

そ
の
他
、
渉
外
に
関
す
る
事
項
。

（
実
行
委
員
会
）

第
12
条　

実
行
委
員
会
は
、
定
期
総
会
の
懇
親
会
企
画
・
運
営

に
携
わ
る
。

　
　

1.	

実
行
委
員
は
母
校
愛
の
リ
レ
ー
当
番
学
年
会
員
が
担

　

当
す
る
。

　
　

2.	

実
行
委
員
長
は
、
企
画
・
運
営
に
関
す
る
企
画
書
を
幹

　

事
会
に
提
案
し
承
認
を
得
る
。

　
　

3.	

実
行
委
員
長
は
、総
会
の
懇
親
会
執
行
に
当
た
り
、
総

　

会
指
導
委
員
会
と
連
携
し
、そ
の
指
導
援
助
を
受
け
る
。

　
　

4.	

実
行
委
員
長
は
定
期
総
会
終
了
後
、
企
画
・
運
営
に

　

関
し
て
決
算
報
告
書
の
監
査
を
受
け
、
総
括
報
告
を

　

幹
事
会
に
提
出
す
る
。

（
会
計
委
員
会
）
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幹
事
長
、
事
務
局
長
、
総
務
委
員
長
、
財
政
委
員
長
、　

会
計
と
す
る
。

（
事
務
局
長
）

第
15
条　

事
務
局
長
は
、
代
表
幹
事
の
中
よ
り
選
出
し
、
左
記

事
項
を
推
進
す
る
。

　
　

1.	

会
運
営
に
関
す
る
事
務
全
般
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

2.	

名
簿
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

3.	

対
外
的
受
付
窓
口
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

4.	

会
員
、
幹
事
、
代
表
幹
事
等
へ
の
連
絡
、
通
知
に
関

　

す
る
こ
と
。

　
　

5.	

同
窓
会
長
印
鑑
、
金
融
機
関
届
出
印
鑑
、
同
窓
会
旗

　

の
管
理
に
関
す
る
こ
と

（
預
貯
金
口
座
）

第
16
条　

前
第
6
条
第
２
項
に
定
め
る
金
融
機
関
の
口
座
に
つ

い
て
は
下
記
の
通
り
と
す
る
。

　
　

1.	

金
融
機
関
の
口
座
の
代
表
者
は
、
財
政
委
員
長
ま
た
は

　

財
政
副
委
員
長
の
う
ち
会
長
が
指
定
す
る
者
と
す
る
。

　
　

2.	

金
融
機
関
の
口
座
に
お
け
る
本
会
の
所
在
地
を
、
前

　

項
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
代
表
者
の
住
所
と
す
る
。

　
　

3.	
前
第
１
項
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
代
表
者
は
、
そ
の
口

　

座
の
管
理
を
行
う
。

（
運
営
細
則
の
改
廃
）

第
17
条　

本
運
営
細
則
は
、
代
表
幹
事
の
発
議
に
よ
り
、
幹
事

会
の
承
認
を
以
て
改
廃
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
附　

則
）

　
　

1.	

本
運
営
細
則
の
発
行
は
、
平
成
9
年
6
月
13
日
と
す
る
。

　
　

2.	

一
部
改
正　

平
成
12
年
6
月
10
日

　
　

3.	

一
部
改
正　

平
成
20
年
3
月
25
日

　
　

4.	

一
部
改
正　

平
成
25
年
6
月
8
日

　
　

5.	

一
部
改
正　

平
成
26
年
5
月
29
日

　
　

6.	

一
部
改
正　

平
成
27
年
6
月
13
日

　
　

本
運
営
細
則
を
原
本
と
す
る
。

第
１
条	

（
目　

的
）　

こ
の
規
定
は
、
弔
慰
に
つ
い
て
規
定
す

る
。

第
２
条	

（
対　

象
）　

会
は
左
記
に
該
当
す
る
場
合
に
弔
意
を

表
す
る
。

　
　

1.	

東
京
同
窓
会
活
動
に
永
年
貢
献
（
継
続
的
に
幹
事
を	

　

努
め
た
者
）
し
た
会
員
本
人
の
死
亡
。

　
　

2.	

本
部
同
窓
会
、
関
西
同
窓
会
に
つ
い
て
は
、
名
誉
会

　

長
、
会
長
、
副
会
長
、
幹
事
長
と
す
る
。

　
　

3.	

同
窓
連
，
僚
友
校
に
つ
い
て
は
、
会
長
と
す
る
。

第
３
条	

（
弔
慰
の
表
示
）　

弔
慰
は
原
則
、
弔
電
を
以
て
あ
ら

わ
す
。

　
　

1.	

弔
慰
の
判
断
、
方
法
（
香
典
、
生
花
、
弔
電
）
は
、

会
長
、
幹
事
長
の
協
議
と
す
る
。

第
４
条	

（
会
員
資
格
）　

会
員
は
本
会
入
会
以
来
終
身
会
費
お

よ
び
当
該
年
度
ま
で
継
続
し
て
年
会
費
を
納
入
し
て
い

る
者
と
す
る
。

第
５
条	

（
連　

絡
）　

会
員
の
訃
報
を
知
り
え
た
者
は
、
速
や

か
に
会
長
、
幹
事
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
６
条	

（
手
続
き
）　

緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
、
諸
手
配
を

事
後
速
や
か
に
会
長
、
幹
事
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

第
７
条	

（
葬
儀
後
の
取
り
扱
い
）　

葬
儀
終
了
後
に
訃
報
を

知
っ
た
場
合
に
は
、
弔
慰
の
手
続
き
は
訴
求
し
な
い
も

の
と
す
る
。

（
附　

則
）　

本
規
定
は
平
成
25
年
6
月
8
日
よ
り
施
行
す
る
。

　
　

1.	

一
部
改
訂　

平
成
27
年
6
月
13
日

　
　

本
弔
意
規
定
を
原
本
と
す
る
。

第
13
条　

会
計
委
員
長
は
代
表
幹
事
の
中
よ
り
選
出
し
、
委
員

会
を
組
織
し
左
記
事
項
を
行
う
。

　
　

1.	
幹
事
長
及
び
各
委
員
長
か
ら
の
請
求
に
よ
る
金
銭
の

　

出
納
、
記
録
を
担
当
す
る
。

　
　

2.	

総
務
・
財
務
委
員
長
と
協
力
し
て
、
年
度
予
算
案
を
立

　

案
し
、
幹
事
会
に
提
案
す
る
。

　
　

3.	

総
務
・
財
務
委
員
長
と
協
力
し
て
、
決
算
書
を
作
成
し

　

幹
事
会
の
承
認
を
得
て
、
監
事
に
提
示
、
監
査
を
受

　

け
る
。

　
　

4.	

現
金
、
出
納
帳
、
証
拠
書
類
等
の
閲
覧
が
何
時
で
も
で

　

き
る
よ
う
保
管
と
管
理
を
す
る
。

　
　

5.	

特
別
会
計
、
総
会
会
計
各
資
料
す
べ
て
の
保
管
、
管
理

　

を
す
る
。

　
　

6.	

委
員
は
、
会
計
委
員
長
の
指
示
に
も
と
づ
き
、
諸
会
合

　

の
会
費
徴
収
等
の
会
計
の
事
務
を
分
担
す
る
。

　
　

7.	

そ
の
他
、
会
計
に
関
す
る
事
項
。

（
監　

事
）

第
14
条　

　
　

1.	

監
事
は
、
幹
事
会
に
お
い
て
幹
事
の
中
よ
り
選
出
す
る
。

　
　

2.	

監
事
は
、
会
務
執
行
を
行
う
幹
事
長
及
び
代
表
幹
事	

　

を
兼
務
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　

3.	

監
事
は
、
会
計
を
監
査
し
、
そ
の
結
果
を
会
長
に
報
告

　

す
る
と
と
も
に
総
会
に
対
し
監
査
報
告
を
行
う
も
の

　

と
す
る
。
ま
た
監
事
は
必
要
に
応
じ
て
代
表
幹
事
会

　

に
出
席
し
て
会
計
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

　

で
き
る
。

　
　

4.	

監
事
は
、
総
会
の
決
算
を
総
会
終
了
後
2
ヶ
月
以
内

　

に
実
行
委
員
会
よ
り
提
出
を
受
け
監
査
す
る
。

　
　

5.	

本
会
計
の
監
査
は
、
会
長
よ
り
提
出
を
受
け
、
毎
年

　

4
月
中
に
実
施
す
る
。

　
　

6.	

監
査
の
立
会
い
は
、
総
会
に
つ
い
て
は
、
幹
事
長
、　

　

総
会
指
導
委
員
長
、
会
計
と
し
、
本
会
計
は
会
長
、　

長
野
県
松
本
県
ヶ
丘
高
等
学
校
東
京
同
窓
会

弔
慰
規
定
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